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「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について（通知） 

 

 

「健康増進法の一部を改正する法律」（平成 30年法律第 78号。以下「改正法」という。）

については、平成 30年７月 25日に公布され、その概要については「「健康増進法の一部を

改正する法律」の公布について（通知）」（平成 30年７月 25日付け健発 0725第４号厚生労

働省健康局長通知。以下「公布通知」という。）、また、一部の規定の施行については「「健

康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について」（平成 31年１月 23日付け

事務連絡）により示したところである。 

今般、改正法の施行に関し、「健康増進法施行令の一部を改正する政令」（平成 31 年政

令第 27号）等の関係政省令・告示が公布されたところであり、これらの内容及び施行に係る

留意点等は、都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛て通知「「健康増進法の一

部を改正する法律」の施行について（受動喫煙対策）」（別添）のとおりであるので、貴部

局におかれても、これらの内容について十分御了知いただくとともに、所管法人、関係事業

者等に政省令等の内容等の周知徹底をお願いする。 

なお、公布通知でお示ししたとおり、改正法では学校や病院等の敷地内に特定屋外喫煙場

所を設置できることとしているものの、原則は「敷地内禁煙」であり、必ずしも特定屋外喫

煙場所の設置を促すものではなく、また、改正法は受動喫煙対策を一層推進する趣旨のもの

である。今後も引き続き、こうした趣旨を踏まえて、学校や病院等における受動喫煙対策が

より一層図られるようお願いする。 

 

 


